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 初期・二次・三次の区別は昭和50年代にできたルール。三次しか診ない救命救急センターはお
そらくない。古い仕分けは考えずに決めていいのではないか。

 川崎北部地域にERを得意とする救命救急センターができれば、補完しあう形でやっていけるの
ではないか。

 県で指定することに至った経緯、意思決定プロセスを説明してほしい。
 新百合ヶ丘の救命救急センターを早急に認めてほしいという川崎市の要望書が出されたことを受
けて、これはある意味では議会の総意であり、それから６万の署名が集まった地域住民の総意であ
る。これは立派な地域の意見である。住民と議会の声を受け止めるのは行政機関の使命であるので、
一日も早く指定するべき。

 信頼関係の構築や二次救急病院としての実績について、前回の議論から数年たった今、（地域
が）どう思うのか。

 川崎北部の医療資源の調整が重要。地域医療の中で意見交換のできる、川崎北部での運営協議会
といったような、状況を報告しあえるような会議体を作り、円滑な救急医療体制を構築してほしい。

令和７年度 第1回川崎地域地域医療構想調整会議 委員の主な意見
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調整会議後に委員から提出された意見

救命救急センターにおける医師以外の職種（看護師・救急救命士・臨床
工学技士など）に対し、長期ビジョンに立った人材育成をしてほしい

調整会議での意見及び会議後の意見は、新百合ヶ丘総合病院に共有済
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意見への対応
 地域医療構想調整会議での御意見を受けて、川崎北部地域のうち、宮前区、多摩区、
麻生区の４救急病院で「（仮称）川崎北部地域救急病院連絡会議」を設置すること
とした。

＜参加予定病院＞
・聖マリアンナ医科大学病院 ・川崎市立多摩病院 ・麻生総合病院 ・新百合ヶ丘総合病院
※県、川崎市もオブザーバーとして参加

＜予定している協議事項＞
１ 川崎北部地域の二次・三次救急病院間での救急患者受入れに係る役割分担を含めた連携体制につ
いて
・時間帯、傷病、重症度などによる役割分担等
２ 三次救急病院と二次救急病院間の転院・後方搬送の連携強化について など

 なお、来年４月からの本格稼働に向け、今年度は準備会として開催。12月23日
（火）に第１回開催予定。
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今後のスケジュール

地域医療構想
調整会議①

保健医療計画
推進会議②

地域医療構想
調整会議②

プレホ部会
救急医療問
題調査会

医療審議会

1月下旬～ ３月中

Ｒ８年４月１日８月27日 ９月30日 12月22日

12月８日

救命救
急セン
ター指
定
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説明は以上です。
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